
  
問 農政課農政企画係
　 ☎︎ 573-5635

伊達の農産物の魅力をさらに高める！

６次化商品の加工・販売を支援しています

6 次化とは
　農林漁業者（1次産業）が、農林水産物の生産だけでなく、
製造・加工（2次産業）や流通・販売（3次産業）にも取
り組むことで、農林水産物の価値をさらに高め、所得の向
上と雇用の確保を目指す取り組みです。「6次産業」という
言葉の「6」は、1次産業の「1」×2次産業の「2」×3
次産業の「3」のかけ算の「6」を意味しています。
　伊達市では、６次産業化に取り組む農業者（個人・団体
等）に補助金（最大100万円）を交付し、支援しています。
※�この補助金は、本市の６次産業化振興を目的とした黒沢不動産㈱
の寄付を財源としています。

続々誕生！伊達の 6 次化商品
　令和３年度には市の補助金を活用し、6事業者が合計10商品を開発・販売しました。伊達市の豊かな自然が育んだ
農産物などを活用し、生産者の技術や工夫、想いがしっかりと込められていますので、どれも魅力あふれる美味しい加
工品に仕上がっています。これらの６次化商品は、道の駅伊達の郷りょうぜんや市内の直売所などで販売していますので、
ぜひご賞味ください。

【補助対象となる経費】※詳しくはお問い合わせください
・�機械装置購入およびリース料…機械装置または分析
等機械装置を購入・リースした場合に要する経費
・�外注加工費…原材料の再加工、設計などを外注する経費
・�委託費…分析・試験・調査などを委託する経費
・広告宣伝費
①パンフレット・カタログ等の印刷に係る経費
②新聞・テレビ・ラジオなどマスコミ広告に係る経費

【対象者】
・農業者など
・農業者などを含む組織や団体
・�民間企業（市内の農業者などと連携した場合に限る。）
【補助額】
事業費の4分の3以内（上限100万円）

【募集期間】
令和5年1月31日㊋まで（予算上限に達し次第終了）

【応募方法】
農政課（市役所中央棟3階）でお申し込みください。
※申請書は市ホームページからダウンロード可能

■今年度の受け付けがスタート！まずはご相談ください

申請書のダウンロードはこちら

Check !

担当者のひとこと
　規格外などで廃棄している農産物など
はありませんか？伊達市の農産物を活用
した６次産業化推進のお手伝いをします。
　ぜひ一緒に新たな伊達市ならではの商品
を作り、「もったいない」を「もっといい」
に変えていきましょう！

農政課
加藤　和明

㈱松葉園
「パリパリ乾燥いちご」

早川果樹園
「きくいもチップス」

種まきうさぎ㈱
「あんバター」

㈲みなとや
「日本酒サングリアの素」

（一社）だてものや
「 農家の焼き菓子フィナンシェ」

大橋農園
「山ぶどう若葉茶」
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